
市役所では…市役所では…

笑顔で応対「はいっ！○○○課○○○○です」
ま
で
の
間
は
、
か
か
ら
れ
た
保
険
医

療
費
の
自
己
負
担
額
を
市
が
負
担
い

た
し
ま
す
。

●
乳
幼
児
す
こ
や
か
子
育
て
医
療
と
は
？

ゼ
ロ
歳
児
か
ら
高
等
学
校
な
ど
ま

で
の
お
子
さ
ん
は
、
一
カ
月
一
医
療

機
関
二
百
円
の
個
人
負
担
で
医
療
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

●
障
害
の
あ
る
方
の
医
療
は
？

身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
4
級
、
ま

た
は
養
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
所
持
者
で
、
所
得
が
一
定

基
準
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
、
か
か

ら
れ
た
保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
額

を
市
が
負
担
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

●
そ
の
他
の
制
度
は
？

こ
の
ほ
か
、
父
子
家
庭
や
母
子
家

庭
へ
の
奨
学
金
制
度
や
母
子
家
庭
の

母
に
自
動
車
運
転
免
許
の
取
得
に
か

か
る
教
習
費
の
一
部
を
助
成
す
る
母

子
家
庭
自
動
車
運
転
免
許
取
得
助
成

事
業
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
母
子
家
庭
や
寡
婦
の
方

の
自
立
支
援
の
た
め
に
無
利
子
、
低

利
子
で
資
金
の
貸
し
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
。
貸
付
資
金
の
種
類
は
、
事

業
の
開
始
や
継
続
、
技
能
習
得
や
就

学
・
就
職
の
支
度
、
修
学
、
修
業
、

生
活
、
住
宅
、
転
居
、
児
童
の
扶

養
、
結
婚
の
ほ
か
医
療
介
護
な
ど
の

資
金
で
す
。

跚
本
庁
福
祉
事
務
所
6
8
―

0
0
0

7
、
各
支
所
健
康
福
祉
課

保
育
所
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ

き
、
保
護
者
が
仕
事
な
ど
に
よ
り
家

庭
で
保
育
を
出
来
な
い
児
童
を
保
護

者
に
代
わ
っ
て
保
育
を
す
る
と
こ
ろ

で
す
。
保
育
時
間
は
、
平
日
午
前
八

時
半
か
ら
午
後
四
時
半
、
土
曜
日
が

午
前
八
時
半
か
ら
正
午
ま
で
で
す
。

ま
た
、
延
長
保
育
時
間
と
し
て
は
、

平
日
が
午
前
七
時
半
か
ら
八
時
半
、

午
後
四
時
半
か
ら
七
時
ま
で
、
土
曜

日
が
午
前
八
時
か
ら
八
時
半
、
正
午

か
ら
午
後
一
時
半
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
延
長
保
育
の
実
施
方
法
に
つ

い
て
は
、
各
保
育
所
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
の
で
、
福
祉
事
務
所
ま
た
は
、

最
寄
り
の
保
育
所
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
平
成
十
八
年
度
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
回
に
つ
き
二
百
円
の
負
担

が
必
要
で
す
。

保
育
料
は
、
児
童
の
年
齢
と
世
帯
の

所
得
の
状
況
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

●
子
宝
祝
金
と
は
？
　

三
年
以
上
の
居
住
要
件
に
よ
り
、

第
一
子
に
五
万
円
、
第
二
子
に
十
万

円
、
第
三
子
以
降
に
三
十
万
円
支
給

す
る
制
度
で
す
。

●
す
こ
や
か
手
当
と
は
？

三
年
以
上
の
居
住
要
件
に
よ
り
、

保
育
所
や
子
育
て
支
援
は
？

満
五
歳
に
達
す
る
日
の
前
月
ま
で
月

額
第
一
子
に
三
千
円
、
第
二
子
に
四

千
円
、
第
三
子
以
降
に
六
千
円
支
給

す
る
制
度
で
す
。

●
専
門
的
育
児
支
援
事
業

跚
本
庁
健
康
課
健
康
推
進
係
6
8

―

0
0
0
6
、
各
支
所
健
康
福
祉
課

健
診
な
ど
で
心
身
の
発
達
に
専
門

的
な
援
助
が
定
期
的
に
必
要
と
判
断

さ
れ
た
親
子
に
診
察
や
相
談
な
ど
の

定
期
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
派
遣
事
業

跚
本
庁
福
祉
事
務
所
児
童
福
祉
係

6
8
―

0
0
0
7
、
各
支
所
健
康
福

祉
課妊

産
婦
期
か
ら
義
務
教
育
終
了

ま
で
の
子
育
て
家
庭
で
、
育
児
疲
れ

や
子
育
て
な
ど
が
困
難
な
家
庭
に

対
し
て
、
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
を

派
遣
し
て
子
ど
も
の
世
話
や
家
事

な
ど
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の

で
す
。

派
遣
は
平
日
の
一
日
に
つ
き
四

時
間
、
一
週
に
つ
き
六
日
、
延
べ
十

八
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
実
施

さ
れ
ま
す
。

●
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
？

子
育
て
に
不
安
を
抱
く
保
護
者

が
、
親
子
で
気
軽
に
集
い
、
遊
び
や

触
れ
合
い
を
通
じ
て
子
育
て
に
関
す

る
悩
み
を
解
消
し
た
り
、
保
護
者
同

士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
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